
■手続きの流れ
【特定集合住宅の場合】 【小規模特定集合住宅の場合】

なし

１建築計画書 １建築計画書     の提出
２標識設置届     の提出

３説明会等内容報告書 の提出

標識設置

注：区清掃事務所・区資源回収推進係（延べ面積5,000㎡超の場合は、所轄消防署も）
と協議後、建築課へ提出

２ なし

3   なし

建築確認・許可等の申請

工事着工

建築計画書の内容に変更がある場合：建築計画変更書
報告が必要な場合    ：報告書

工事完了

4 完了届

1
日
以
上

５
日
以
内

３
日
以
上

3
0
日
以
上(

又
は
1
5
日)


